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informationinformation

　
（e-Tax

利
用
可
能
時
間

　
月
曜
～
金
曜　
24
時
間

　

最
終
土
曜
と
翌
日
の
日
曜　

午
前
８

時
30
分
～
午
前
０
時
）

　

電
子
申
告
の
操
作
方
法
で
困
っ
た
際

の
お
問
合
せ
に
は
専
用
の
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

も
あ
り
ま
す
。

　
（
☎
０
５
７
１
‐
０
１
‐
５
９
０
１

　

ご
利
用
可
能
時
間
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。http://w
w
w
.

e-tax.nta.go.jp

）

　

例
年
、
本
村
の
申
告
会
場
で
は
長
時

間
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染

防
止
の
観
点
か
ら
も
ぜ
ひ
ご
検
討
く
だ

さ
い
。
次
の
と
お
り
、e-Tax

に
よ
る

電
子
申
告
の
模
擬
体
験
会
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
医
療
費
控

除
の
明
細
書
と
確
定
申
告
書
を
作
成
で

き
ま
す
。

●
問
合
せ
先　
総
務
部
税
務
課

確
定
申
告
書e-Tax

模
擬
体
験
会

　

自
分
の
パ
ソ
コ
ン
で
確
定
申
告
書
の

作
成
か
ら
送
信
ま
で
体
験
し
て
み
ま
せ

ん
か
。（
令
和
３
年
分
の
確
定
申
告
書

は
送
信
で
き
ま
せ
ん
）

●
日　
　
時　
12
月
７
日（
火
）

　
午
前
10
時
～
11
時
30
分

　
納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

令
和
３
年
分
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

　

本
村
が
開
設
す
る
申
告
会
場
で
も
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡

大
防
止
対
策
を
考
え
て
い
ま
す
。
住
民

の
皆
さ
ま
の
安
全
を
確
保
す
る
取
り
組

み
の
１
つ
と
し
て
、
印
刷
し
た
申
告
書

を
税
務
署
へ
郵
送
提
出
、
ま
た
は
自
宅

等
でe-Tax

に
よ
る
電
子
申
告
を
す
る

な
ど
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
電
子
申
告
を
す
る
た
め
に
必
要
な
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
申
請
し
て
か
ら

発
行
ま
で
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
の
で
、

早
め
の
ご
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

e-Tax

で
は
自
宅
で
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら
簡
単
に
申
告
書
を

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

税
の

せ
ら
知
お

11
月
の
納
税
等

国
民
健
康
保
険
税
／
第
5
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
／
第
5
期

介
護
保
険
料
／
第
4
期

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
使
用
料
／�

第
4
期

保　
育　
料
／
11
月
分

納　
期　
限
／
11
月
30
日（
火
）

　
午
後
1
時
～
２
時
30
分

●
場　
　
所

　
中
央
公
民
館
３
階　
第
１
会
議
室

●
対
象
・
定
員

　
在
住
・
在
勤
の
方　
午
前
午
後
各
10

名（
1
名
以
上
で
開
催
）

●
講　
　
師　
津
島
税
務
署
員

●
参
加
費　
無
料

●
申
込
方
法

　
税
務
課
へ
電
話
に
よ
りe-Tax

模
擬

体
験
会
に
申
込
み
す
る
こ
と
を
申
し
出

て
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限

　

12
月
6
日（
月
）（
先
着
順
で
定
員
に

な
り
次
第
締
め
切
り
）

●
問
合
せ
先　
総
務
部
税
務
課

個
人
事
業
税
第
２
期
分
の
納
税
を

お
忘
れ
な
く

　
個
人
事
業
税
の
第
２
期
分
の
納
期
限

は
11
月
30
日（
火
）で
す
。

　

第
２
期
分
の
納
付
書
は
、
8
月
に
お

送
り
し
た
納
税
通
知
書
に
同
封
し
て
い

ま
す
の
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。（
な
お
、
納
付

書
を
紛
失
さ
れ
た
方
は
管
轄
の
県
税
事

務
所
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。）

●
納
付
場
所
お
よ
び
納
税
方
法

○
金
融
機
関
、
県
税
事
務
所
の
窓
口

○
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
Ｍ
Ｍ
Ｋ
設

置
店

○Pay-easy

（
ペ
イ
ジ
ー
）に
対
応
し
た
イ

ン
タ
ー
ネット
バン
キ
ン
グ
ま
た
は
Ａ
Ｔ
Ｍ

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
で
の
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付

○
スマ
ー
ト
フ
ォン
決
裁
ア
プ
リ（PayPay

、

LIN
EPay

お
よ
びPayB

）に
よ
る
納

付
※
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
Ｍ
Ｍ
Ｋ
設

置
店
、PayB

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
裁

ア
プ
リ
に
よ
る
納
付
に
つ
い
て
は
、
納

付
書
の
納
付
金
額
が
30
万
円
以
下
の

も
の
に
限
り
ま
す
。

●
そ
の
他　
領
収
証
書
が
必
要
な
方
は
、

金
融
機
関（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
。）

の
窓
口
、
県
税
事
務
所
の
窓
口
ま
た
は

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
Ｍ
Ｍ
Ｋ
設

置
店
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
納
付
に
は
便
利
で
安
全
な
口

座
振
替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。

　
ご
希
望
の
方
は
口
座
を
開
設
し
て
い

る
金
融
機
関
の
窓
口
で
手
続
を
し
て
く

だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　
西
尾
張
県
税
事
務
所

　
県
民
税
・
事
業
税
第
二
グ
ル
ー
プ
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（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

●
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.pref.aichi.jp/

　

soshiki/zeim
u/


